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議案第９ 号 

 

令和４ 年度三次市下水道事業会計予算（ 案）  

 

（ 総則）  

第１ 条 令和４ 年度三次市下水道事業会計の予算は， 次に定める と こ ろ によ る 。  

（ 業務の予定量）  

第２ 条 業務の予定量は， 次のと おり と する 。  

⑴  処理面積             1, 278 ha 

⑵  年間総処理水量     2, 816, 340 ㎥ 

⑶   一日平均処理水量       7, 716 ㎥ 

⑷   建設改良費          882, 831 千円 

（ 収益的収入及び支出）  

第３ 条 収益的収入及び支出の予定額は， 次のと おり と 定める 。  

収        入 

第１ 款 下水道事業収益  2, 195, 793 千円  

第１ 項 営 業 収 益  555, 282 千円  

 第２ 項 営 業 外 収 益  1, 640, 511 千円  

支        出 

第１ 款 下水道事業費用  2, 195, 793 千円  

第１ 項 営 業 費 用  2, 082, 182 千円  

第２ 項 営 業 外 費 用  111, 111 千円  

第３ 項 特 別 損 失  500 千円  

第４ 項 予 備 費  2, 000 千円  

（ 資本的収入及び支出）  

第４ 条 資本的収入及び支出の予定額は， 次のと おり と 定める （ 資本的収入額が

資本的支出額に対し 不足する 額 560, 177 千円は， 過年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額 32, 121 千円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額 5, 460 千円， 過年度分損益勘定留保資金 240, 392 千円及び当年度分損益勘

定留保資金 282, 204 千円で 補て んする も のと する 。 ） 。  
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収        入 

第１ 款 資本的収入 1, 322, 924 千円  

第１ 項 企 業 債  694, 500 千円  

 第２ 項 国 庫 補 助 金  336, 440 千円  

第３ 項 県 補 助 金  3, 120 千円  

第４ 項 他会計負担 金  215, 700 千円  

第５ 項 負 担 金 等  73, 164 千円  

支        出 

第１ 款 資本的支出 1, 883, 101 千円  

第１ 項 建 設 改 良 費  882, 831 千円  

第２ 項 企業債償還 金  999, 670 千円  

第３ 項 予 備 費  600 千円  

 （ 債務負担行為）  

第５ 条 債務負担行為を する こ と がで き る 事項， 期間及び限度額は， 次のと おり

と 定める 。  

事 項 期 間 限度額（ 千円）  

排水設備改造資金に対する 利子補給 令和４ 年度から  

令和９ 年度ま で  

令和４ 年度融資資金

に対する 利子補給額 

排水設備改造資金貸付に 係る 取扱金

融機関に対する 損失補償 

令和４ 年度から  

令和９ 年度ま で  

各金融機関が貸し 付

けた 額に対し て 受け

た 損失額 

一般廃棄物処分等委託業務 令和４ 年度から  

令和５ 年度ま で  

契約に定める 額 

産業廃棄物処分等委託業務 令和４ 年度から  

令和５ 年度ま で  

契約に定める 額 

排水設備工事検査等委託業務 令和４ 年度から  

令和５ 年度ま で  

契約に定める 額 

（ 企業債）  

第６ 条 起債の目的， 限度額， 起債の方法， 利率及び償還の方法は， 次のと おり

と 定める 。  
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

下水道施 設整

備事業 

229, 100 千円 証書借入 年 5. 0 ％ 以 内

（ ただ し ， 利率

見 直 し 方 式 で

借 り 入 れ る 資

金について ， 利

率 の 見 直 し を

行 っ た 後 に お

い て は 当 該 見

直し 後の利率）  

借 入 先 の 融資 条

件 に よ る 。 た だ

し ， 財 政 の都 合

に よ り 繰 上償 還

を し ， 又 は償 還

年 限 を 短 縮し ，

若 し く は 低利 債

に 借 換 え を す る

こ と がで き る 。  

資本費平準化 422, 100 千円 

特別措置分 43, 300 千円 

 （ 一時借入金）  

第７ 条 一時借入金の限度額は， 1, 000, 000 千円と 定める 。  

（ 予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第８ 条 予定支出の各項の経費の金額を 流用する こ と がで き る 場合は， 次のと お

り と 定める 。  

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じ た 場合 

（ 議会の議決を 経な ければ流用する こ と ので き な い経費）  

第９ 条 次に掲げる 経費について は， そ の経費の金額を ， そ れ以外の経費の金額

に流用し ， 又はそ れ以外の経費を そ の経費の金額に流用する 場合は， 議会の議

決を 経な ければな ら な い。  

⑴   職員給与費        111, 303 千円 

（ 他会計から の補助金）  

第１ ０ 条 下水道事業の経営健全化等に要する 費用に充当する た め， 一般会計か

ら こ の会計へ補助を 受ける 金額は， 962, 691 千円で ある 。  

（ 重要な 資産の取得）  

第１ １ 条 重要な 資産の取得は， 次のと おり と する 。  

 ⑴ 取得する 資産 

     種類          名称     数量 

   機械及び装置       ポン プ 設備   １ 式 

   機械及び装置       電気設備    １ 式 
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令和４ 年２ 月２ ５ 日提出 

 

                  三次市長 福 岡 誠 志  
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